
  

第４回総則検討部会次第 

 

                     ○平成22年９月22日(水) 午後７時00分から 

○西脇市生涯学習まちづくりセンター 

 １階 女性コーナー 

 

１  開  会 

 

 

２ 前回のふりかえり 

 ・前回は基本理念及び基本原則について検討 

 ・基本理念は、西脇市にとってこういう価値を大事にしていきたいということで抽

象的な内容となる。基本原則については、基本理念に基づき自治体運営するため

の手法のこと 

 ・出てきた項目 

  基本理念…市民が主権、基本的人権の尊重、地域コミュニティの活性化、補完性

の原則、未来志向、豊かな自然環境を未来に残す など 

  基本原則…情報共有、参画と協働、地域分権、共育、持続可能な財政運営 など 

 ・次回に項目を整理して、条文を検討 

 

２ ワークショップ 

  西脇市自治基本条例検討委員会 総則検討ワークショップ（第４回）参照 

 

 

 

３ その他 

⑴ 今後の予定 

   第５回総則検討部会 平成22年10月14日（木）19時から 

    

 ⑵ 他の部会の日程 

   市民自治検討部会 第５回 平成22年10月20日（水）19：00から 

 

   団体自治検討部会 第５回 平成22年10月25日（月）19：00から 

 

 

４ 閉  会 
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■検討項目 

前文   

総則 目的 自治基本条例制定の目的 

総則 定義 市民、市・・・・ 

基本理念 基本理念 西脇市のまちづくりの基本理念 

基本原則 基本原則 自治体運営の基本原則 

条例 位置け 最高法規性 

条例 体系化 自治基本条例と他の条例との関係 

条例 見直し 見直しの必要性、期間 

連携 自治体間連携 他自治体（県、市・町等）、国 

連携 広域連携 災害時、産業振興等 

（その他） 
策定プロセス 

 

参加型 

市民の総意の示し方、議決のあり方 

 

■スケジュール 

第 1回 第２回 第３回 第４回 第５回  
日 程 5 月 31 日（月） 

13 時～ 
6 月 25 日（金） 

19 時～ 
8 月 11 日（水） 

13 時～ 
9 月 22 日（水） 

19 時～ 
10 月 14 日（木） 

19 時～  

内 容 

★ 西 脇 市 に 生 き

て・・ 

★こんなまちにし

たい・・・ 

★西脇市の課題。

前向きに解決法を

探るとしたら・・・ 

★こんな仕組みが

あれば・・・ 

 

＊基本理念・原則

につなげていき

たい 

 

★項目別の整理 

① 

 目的 

 定義 

 

★キーワード、入

れるべき項目の抽

出 

★項目別の整理 

② 

 基本理念 

 基本原則 

 

★キーワード、入

れるべき項目の抽

出 

★項目別の整理 

（残された項目） 

③ 

 位置づけ 

 体系化 

 見直し 

 広域連携 

 

★前文の検討（前

文に入れるべき事

項（キーワード）抽

出） 

 

↓ 

みんなで原案作成 

（宿題） 

★条文素案へ 

 

◎前文素案 

◎条文素案 

 素案の議論 

 

 

 

★条例に入れるべ

き項目の整理→委

員会への提案 

☆策定プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
運営 

形態 
ＷＳ ＷＳ ＷＳ ＷＳ ＷＳ  
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西脇市自治基本条例検討委員会 総則検討ワークショップ（第４回） 

 
《項目を追って考える － 自治基本条例の基盤を固める》 

 

 
■今回のＷＳの目標 ⇒ 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

■今日の流れ   「前回のワークショップ」の続きです 
 
                 ■表に書き込んでいこう 

■他所の事例・・・・・・・・西脇のやりかた 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

■「前文に入れるべき項目（キーワード）の抽出 
 

 

 

 

 

 

●自治基本条例の構成を念頭におきなが

ら、項目毎に何を盛り込むかを考える 

 位置づけ 

 体系化 

 見直し 

 広域連携 

●前文に入れるべき事項（キーワード） 

抽出 

項目、キーワード 

今日も、どん

どん意見を出

していこう 

ﾊﾟｼｯ！ 

キーワー

ドを 

出し合お

次回は前文と条文 

前文：何を

盛り込む？ 
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  項目（キーワード） 内容 

 
 
 

◆目的   

 
 
 

◆定義   

 
 
 

◆基本理念   

 
 
 

◆基本原則   

 
 
 

◆位置け   

 
 
 

◆体系化   

 
 
 

◆見直し   

 
 
 

◆広域連携   
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   第４回総則検討部会参考資料（他市町の前文） 

 

●兵庫県明石市 

  遠く万葉の昔から歌人たちに愛され、源氏物語の舞台として登場

するわたしたちのまち。明石城に登れば、明るい瀬戸内の海に淡路

島が迫り、明石海峡大橋を望む、海の幸にも恵まれた“ゆほびか”

な風土。近代化の幕開けとともに日本標準時のまちにも定められま

した。これらはすべて、わたしたちのほこりです。 

  この明石のまちを、いつまでも暮らし続けたい、もっとほこらし

いまちにしたいと願って、わたしたちは明石市自治基本条例を定め

ることにしました。 

  もちろん、これまでも、暮らしていてよかったと思える、安全で

安心に暮らせる豊かなまち、人をいたわり互いの尊厳や人権を大切

にし、自然をいつくしむ優しさにあふれたまちを目指してきました。

全国に先駆けて「コミュニティ都市」宣言をし、コミュニティづく

りにも力を注いできた先人の努力をわたしたちは知っています。 

  しかし、こうしたまちづくりの取り組みをさらに深化させ、質を

高 め る た め に は 、 市 長 ・ 市 役 所 な ど や 市 議 会 だ け で な く 、 場 合 に

よってはわたしたち市民がもっと積極的に役割を分担し、かかわっ

ていくことも必要になってきています。 

  大切なのは、これからの「明石の自治」の主体となっていかなけ

ればならないのは、わたしたち市民だという意識です。明石に住む。

明石で働く。明石で活動する。わたしたちがこうあってほしいと望

むまちに、みんなで力を合わせて挑戦していく決意と行動が、新し

いまちづくりのきっかけになっていくと考えます。 

  明石市自治基本条例は、市民主体のより質の高いまちづくりを実

現するために、市民による「参画と協働のまちづくり」と、よりよ

い公共サービスを受けることができる「市政運営の実現」という、

明石のまちづくりを担う全員が共有しなければならない最も大切な

ことを定めた、「明石の自治」の指針となるものです。 

  この条例が、豊かで優しさにあふれた、これからもほこりに思え

るまち明石を築く大きな一歩となることを望みます。 

 ※  「ゆほびか」とは、ゆったり豊かなさまをあらわす日本の古語

で、「源氏物語」にも登場しています。 

 【解説】前文には、①明石の風土や文化・歴史  ②目指すべきまち

の 姿  ③ 自 治 の 前 提 と な る 人 権 の 尊 重  ④ コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り

の取組み  ⑤市民主体の自治  ⑥市民・市長・市議会の協働   

⑦ 自 治 基 本 条 例 を 制 定 す る 意 義 ・ 決 意 に つ い て 、 分 か り や す く

表現し、盛り込んでいます。 
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●兵庫県伊丹市 

  地方分権の一層の推進によって訪れる新たな時代、地方主権時代

にふさわしい都市の豊かな個性や魅力を創出するとともに、すべて

の市民が伊丹のまちに住むことを誇りとし、いきいきと活動でき、

生きる喜びを共に感じられる成熟都市を創造していかなければなり

ません。 

  その基盤は、自治の主権者である市民一人ひとりが市政に関心を

持ち、自らの意思によってまちづくりに参加する、あるいは、自ら

がまちづくりの担い手となって活動するという、自主・自律の精神

によってつくり上げる市民自治にあります。 

  市民も市も、これまでのまちづくりに対する意識を改革し、まち

づくりの機軸を行政主導から市民の参画と協働へと大きく転換して

いかなければなりません。 

  この市民の参画と協働のまちづくりを進めるためには、市民も市

も、異なる立場や考え方をお互い理解し合いながら、対話を重ね、

合意に向けて努力を積み重ねるという熟議を行うことが重要です。 

  この熟議を基本に、先人が永年培ってきた歴史、文化、風土や良

好なコミュニティを土台として、市民と市が、パートナーシップを

確立し、適切に役割と責任を分担し、補完し合い、協力して、まち

づくりに積極的に取り組むことが大切です。 

こうした市民の参画と協働によるまちづくりを推進し、力強い市

民自治を実現するために、この条例を制定します。 

 

●岐阜県多治見市（市政基本条例）  

  私たちは、基本的人権が尊重され、平和のうちに安心して心豊か

に暮らせるまちを目指します。 

  私たちは、まちづくりの主体として、一人ひとりが自由な意思で

まちづくりにかかわるとともに、まちづくりの一部を信託するため、

市民自治の主権に基づき、市民生活とその基盤である地域社会に最

も身近な地方政府として多治見市を設置します。 

  市は、市民の信託に基づき政策を定め、市政を運営しなければな

りません。また、その保有する情報を市民と共有し、市民が市政に

参加するための制度を整え、まちづくりを担う多様な主体と連携協

力しなければなりません。 

  私たち市民は、地域政府としての多治見市の成立が市民の信託に

基づくものであることを明らかにし、市政の基本的な原則と制度や

その運用の指針や市民と市の役割を定める多治見市の最高規範とし

て、ここにこの条例を制定します。  
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●新潟県上越市 

  上越地域は、日本海と頸城の山々や大地がもたらす四季折々の恵

みを受け、細やかな人の心と文化をはぐくみながら、多様な歴史を

刻み、栄えてきました。 

  こうした中、少子化・高齢化の急速な進展や地方分権時代の到来

などは、私たちに最も身近な自治体と、そこでの自治の在り方を今

一度考えさせる契機となりました。  

  私たちは、地方分権時代の幕開けを地域が新たに飛躍する機会と

とらえて、「豊かさ、安らぎ、快適な生活を市民が支えあう自主自

立のまちづくり」という基本理念の下、平成17年１月１日、新しい

上越市を出発させました。 

  新しい上越市のまちづくりにおいて、私たちは、この地域の人々

が築き上げてきた歴史や文化、海・山・大地の恵まれた自然などの

多様な地域資源を大切にし、「共生」の考え方により人と人、地域

と地域が互いに支えあいながら、自らの手でまちをつくり上げ、次

の世代に引き継いでいかなければなりません。 

  そのためには、私たち一人ひとりが、人と郷土を愛する心をより

一層はぐくんでいくとともに、まちづくりの主体として、身近なと

ころから市政運営に参画し、協働によるまちづくりを進めていくこ

とが何よりも必要となります。 

  私たちは、今ここに、自治の主体としての権利と責務を改めて認

識し、自主自立のまちづくりに取り組むことを決意して、自治の最

高規範となるこの条例を制定します。 

 

●大阪府岸和田市 

  私たちは、茅渟（ちぬ）の海から和泉葛城の山に至る美しく豊か

な自然に対して深い愛着を抱いています。青い海と空をこよなく愛

し、水の恵みと大地の実りへの感謝の気持ちを忘れず、その源とな

る山々への畏敬の念を胸に強く刻み込んできました。 

  私たちのまちは、この恵まれた地勢をいかした農業や林業、水産

業を中心としながら、一方で、地場産業を育み、工業化を進め、都

市として発展してきました。 

  また、城下町としての歴史と伝統が息づき、だんじり祭りをはじ

めとした伝統行事や民族文化が継承されてきています。 

  私たちは、いにしえより先人たちが守り続けてきたこれらの自然

と、起こし育ててきた産業や伝統、培われてきた文化を受け継ぎ、

次世代へ引き継いでいかなければなりません。 

  これを礎としながら、平和を願い、次代を担う子どもたちを育み、

それぞれの責任と役割を自覚し、助け合いながら、一人ひとりの命
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の尊さや人間の尊厳を認識し、すべての人権を尊重する豊かなまち

づくりに取り組んでいきます。 

  私たちは、市民が自治の主体、市政の主権者であることを認識し、

自らの地域は自らの手で築いていこうとする意思を明確にし、自ら

考え、行動することで、常に安心していつまでも住み続けることが

できる、個性豊かな持続性のある地域社会、すなわち「市民自治都

市」の実現を目指します。 

  今、ここに「市民自治都市」を実現していくための基本原理とし

て岸和田市自治基本条例を制定します。 

 

●東京都杉並区 

  地方自治とは、本来、そこに住み、暮らす住民のためにあるもの

であり、地域のことは、住民自らが責任を持って決めていくことが、

自治の基本である。自治体としての杉並区には、区民の信託にこた

え、区民との協働により、地域の資源や個性を生かした豊かできめ

細かな区政を行う責務がある。そうした責務を果たし、杉並区が真

に自立した地方自治体となっていくためには、地方政府としての枠

組みと、住民の行政への参画及び行政と住民との協働の仕組みを自

ら定めることが求められている。 

  武蔵野の面影を残すみどりと水辺、歴史の中で形作られた道や街

並み、そして、そこに住み、暮らす区民の活発な市民活動と住民自

治への先進的な取組などは、杉並区の誇るべき財産である。 

  私たち区民は、このような「杉並らしさ」を大切にしながら、杉

並らしい自治を築いていくことを宣言する。そして、区民主権に基

づく住民自治の更なる発展のために、最大限の努力を払い、区民一

人ひとりの人権が尊重され、誇りを持って区政に参画し、協働する

「自治のまち」を創っていくことを目指し、ここにこの条例を制定

する。 

 

●香川県高松市 

  私たちのまち高松は、多島美を誇る波静かな瀬戸内海や讃岐山脈

の山々の自然に囲まれ、県都として、また、四国の中心都市として

発展を続けてきました。このまちに住む私たちには、先人たちがた

ゆまぬ努力によってつくりあげた歴史や地域に根ざした文化、そし

て自然と調和して生活する知恵が、大切な財産として受け継がれて

います。 

  私たちは、豊かな自然と都市機能が調和したこの高松を、「高松

市民のねがい」に込められた明るく住みよいまちとして、また、す

べての人に基本的人権が保障され、あらゆる分野において、その個
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性と持てる能力を十分に発揮できるまちとして、さらに、豊かな人

間性と創造性をはぐくむ文化を発展させ、生きる喜びと潤いが感じ

られるまちとして、将来に引き継いでいかなければなりません。 

  このためには、私たち市民一人一人がまちづくりの担い手である

ことを自覚して、市政及び地域の課題の解決に積極的に取り組むと

ともに、市民、議会、行政が適切な役割分担の下、多様な協力関係

を構築し、参画と協働のまちづくりを進めていくことが必要です。 

  私たちはここに、自治の基本理念を共有し、地域の個性や自立性

を尊重した活力のあるまちをつくるとともに、心豊かな文化のかお

りあふれる市民主体のまちづくりを推進するため、高松市自治基本

条例を制定します。 

 

●大阪府大阪狭山市 

  大阪狭山市は、古事記、日本書紀にも記された日本最古のため池

として知られる狭山池をまちの中央に抱き、狭山神社や三都神社、

陶器山など身近な緑が残り、それらの空間は市民の憩いや安らぎの

場として親しまれています。 

  教育、福祉、医療などの環境も整っていて、日常生活の快適さを

実感できるまち、市民の文化活動やボランティア活動の盛んなまち

として発展してきました。 

  地方分権の進展や少子高齢化の進行、人口減少社会の到来など大

阪狭山市を取り巻く環境が大きく変化する中、様々なまちづくりの

課題に的確に対応していくためには、市政のあり方をできるだけ市

民に身近なところで決定する市民自治によるまちづくりを推進する

ことがたいへん重要になってきています。 

  市民自治によるまちづくりを推進するためには、お互いの立場や

考え方の違いを認め合い、合意に向けて対話を重ねることが重要で

あり、そこで生まれた人と人のつながりが、市民力、地域力となっ

てまちづくりを進めていく原動力になると私たちは信じています。 

  私たちは、先人の英知とたゆまぬ努力によって発展してきた大阪

狭山市を次世代に引き継いでいくために、日本国憲法に掲げられた

地方自治の本旨に則り、市民、議会及び市がそれぞれ市民自治の担

い手であることを自覚し、誰もが主体的にまちづくりに参画し、協

働する市民自治の確立をめざして、この条例を制定します。 

 

●熊本県熊本市 

  熊本市は、清らかな地下水に恵まれ、熊本城に代表される歴史遺

産や様々な文化が息づく、快適な都市機能と豊かな自然が調和して

いるまちです。 
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  わたしたちには、多くの人々の英知とたゆまぬ努力により成長し

てきたこのまちを、日本国憲法に保障されている個人の尊重及び法

の下の平等のもと、子どもたちが大人になっても大好きなふるさと

であるよう、豊かな自然等を守りながら、誰もが希望と誇りをもっ

て心豊かに安心して暮らしていけるまちへ発展させ、次世代に引き

継いでいく責任があります。 

  社会の成熟化に伴い人々の価値観も多様化し、地方分権が進展す

る中、今日における地方自治は、市民が自治の主体としてその役割

を自覚し、情報の共有を前提にして、積極的に市政・まちづくりに

参画し、市民、市議会及び市長等が協働して、自主的、自立的に進

めていかなければならないものです。 

  また、市議会及び市長等は、公共の福祉を念頭に置き、主権者で

ある住民の信託に基づく市政を進めていかなければなりません。 

  そこで、地方自治の本旨を実現し、わたしたちのまち熊本市をみ

んなで築いていくために、市民、市議会及び市長等が共有する本市

の自治の最高規範として、この条例を制定します。 

 

●長野県飯田市 

  わたくしたちの住む飯田市は、美しい自然に恵まれ、地域の風土

に根付いた伝統や文化に支えられた人情豊かなまちとして知られ、

伊那谷の中心都市として躍進しています。 

  わたくしたちは、これまで互いに助け合い協力し、特色のある地

域活動やまちづくりを実践してきました。 

  わたくしたちは、分権型社会や少子高齢社会の到来により、社会

構 造 が 大 き く 変 化 す る 中 で 、 ま ち づ く り に 進 ん で 参 加 す る 「 ム ト

ス」の精神を、次の時代へ確実に引き継がなくてはなりません。 

  わたくしたちは、飯田市市民憲章にうたわれた市民としての心構

えと理念を尊重し、協働して、市民が主体の住みよいまちづくりを

推進するため、ここに、新たな自治の仕組みを定める飯田市自治基

本条例を制定します。 

 

●埼玉県新座市 

  私たちのまち新座は、古くから黒目川・柳瀬川の清流と緑豊かな

武蔵野の自然に恵まれ、先人が野火止用水を始め豊かな文化をはぐ

くんできた歴史あるまちである。 

  私たちは、その貴重な自然環境や文化を引き継いでいくとともに、

安全で安心な真に豊かで潤いのある地域社会を、私たち自身の手で

築き、育て、将来の世代へ残していかなければならない。 

  そのためには、市民が市政に主体的に参画し、市議会及び市との
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協働により市民自治を進めていくことが不可欠である。 

  ここに、私たちは、人と人とのかかわりを大切にし、互いにあい

さつし合えるような「豊かで潤いのある住みよいまち新座」を目指

して、自助・共助・公助の下で、自立した地域社会を実現させるた

め、この条例を制定する。 

 

●三重県志摩市 

  私たちのまち志摩市は、全域が伊勢志摩国立公園に含まれる風光

明媚な地域であり、雄大な太平洋と波静かな英虞湾、的矢湾の豊か

な海産物の恵みを受け、万葉の時代から「御食つ国(みけつくに)」

として栄えてきた歴史があります。この地域は、それぞれの地区が

古くから生活圏を共にし、日常的な交流が盛んであり、各地区には

特徴ある祭りや伝統芸能が受け継がれ、先人からの歴史や文化が今

も息づいています。 

  私たちは、様々な恵みをもたらす美しく豊かな自然や連綿と受け

継がれた歴史と文化を守り、継承し、それぞれの地区の特性を活か

し、融合させながら、志摩市の個性として発揮していかなければな

りません。 

  そして、志摩市に住む人が快適に暮らせるよう生活環境を整え、

心身ともに健康で生きがいを持てる、誰もが安全で安心に暮らせる

「人にやさしいまちづくり」を進めていきます。また、志摩市を訪

れる人にも、志摩市の豊かで活気ある生活や「心のもてなし」を実

感していただけるよう「住んでよし、訪れてよしの志摩市」の実現

を目指していきます。 

  少子高齢化や地方分権が進展するなかで、志摩市総合計画を実現

していくためには、志摩市の自治は自己決定、自己責任を基本とし

た市民自治活動を促進し、市民が主体となるまちづくりを進めなけ

ればなりません。そのために、市民に開かれたまちとして、情報の

共有を推進していきます。また、住民や自治会、ボランティア団体、

ＮＰＯ法人等の市民と議会及び行政機関がそれぞれの責務や役割を

認識し、協働によるまちづくりを進めることが必要であります。 

  私たちは、「補完性の原則」に基づき、「志摩のちから」を発揮

し、市民一人一人が輝く、自立したまちづくりを実現するために、

志摩市まちづくり基本条例を制定します。 
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●大阪府豊中市 

  私たちは、今日に至るまで互いに協力し、話合いを積み重ねなが

ら、困難を乗り越え、夢をかたちにするために、地域に根ざし、さ

らには地域を越えて、教育や福祉、環境をはじめ、様々な分野にお

ける自治の充実を図ってきました。  

  そして今、自ら課題に取り組む市民が、新たな公共の担い手とし

て、お互いに、また事業者や市と連携して取組を広げながら豊中の

自治の力を高めようと努めています。 

  また、それぞれの自治体には、地方自治制度の大きな改革の流れ

の中で、憲法の掲げる地方自治の本旨の実現に向けて、独自の創意

工夫により自己決定、自己責任による自治を充実させていくことが

求められています。 

  私たちは、年齢や性別、国籍などの違いを問わず、多様な個性を

持った人々がお互いの人権を尊重しながら、平和に共存・共生する

持続可能な地域社会を築いていくために、一人ひとりが持てる力を

十分に発揮していきたいと考えます。 

  こうした認識に立って、私たちは、 

   自分の住むまちに関心を持ち、 

   まちの課題を自らの課題として受け止め、 

   情報を共有し、 

   お互いを尊重しながら話合いを積み重ね、 

   よって、まちの課題に対して、 

   より良い解決方法を見つけ出し、 

   責任を持って実行していく、  

  ことを旨として行動することを決意します。 

  ここに私たちは、市民主体のまちづくりを進めることにより、市

民自治を発展させ、次の世代に伝えていくため、この条例を制定し

ます。 

 




